
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   

   

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
認知件数 

H25.1～２ 

前年比 

 

 前年同期比  前年同期比 

 202 件 ＋66 件 約4億7,276万円 ＋約 2 億 3,171 万円 

 

 

刑法犯認知件数 

不安に感じる犯罪の認知件数 

特殊詐欺の被害状況（オレオレ詐欺・架空料金請求詐欺など） 

まちの    ボランティア 

令和 2 年 12 月号 

目標（～令和７年） 
年間 5,500 件以下 

目標（～R７）年間2 億円以下 

11,181

11,726
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
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R３

 

2,437 

広島市中央部安全・快適な街づくり協議会

は，平成 15 年に発足し，30 名の会員で活動

しています。 

中四国最大の歓楽街である流川・薬研堀地

区における犯罪防止， 

環境浄化のため，毎 

月第２木曜日に行政， 

警察とともに同地区 

内の防犯パトロール 

を行っています。 

山県防犯連合会は，平成 17 年に発足し，

88 名の会員で活動しています。 

主な活動は，通学児童の見守り活動，中学

校や高校での薬物乱用防止活動のほか，防犯

パレード，ソフトボ 

ール大会，剣道大会 

等のイベントを主催 

し，犯罪，非行のな 

い安全で住みよい社 

会を目指しています。 

※ 「不安に感じる犯罪」とは、自転車盗，車上ねらい，器物損壊等，侵入強盗，

侵入窃盗，住居侵入，強制性交等，強制わいせつの８罪種です。 

             

 
 

 

 
明けましておめでとうございます。 
さて，昨年の県内の犯罪発生状況を見ます

と，「減らそう犯罪」第５期ひろしまアクシ
ョン・プランの推進指標や取組指標である 

○ 刑法犯認知件数 
○ 不安に感じる犯罪の認知件数 
○ 子供・女性・高齢者が被害者となる 
犯罪の認知件数 

は減少しました。その要因は，新型コロナウ
イルスによる自粛生活の影響も考えられます
が，一番は，県民の皆さん，事業者，ボラン
ティア，関係団体，行政等が自主的に防犯活
動に取り組み，防犯意識が向上したことでは
ないかと思います。一方で特殊詐欺被害は認
知件数，被害額ともに令和２年を大幅に超え，

深刻な状況にあります。 
今年も，事件・事故の発生状況や防犯対策

を，テレビやラジオ，新聞等のメディアや各

種イベント等でタイムリーに発信していきま
すので，引き続きよろしくお願いします。 

令和３年を振り返って 

（約 11％減） 

（約５％減） 

令和３年中（暫定値） 

1,390

1,924

1,757

1,527 1,133

1,191

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

R２

R３ 子供

女性

高齢者

子供・女性・高齢者被害の刑法犯認知件数   目標（～令和７年） 
年間 4,800 件以下 

（約５％減） 

4,584 

【山県】山県防犯連合会 

被害額 

犯罪情報官 
ちょっと教えて！！ 

 

 

 

発行・編集 

広島県警察本部 

生活安全総務課 

〒７３０－８５０７ 
広島市中区基町９－４２ 
ＴＥＬ ０８２（２２８）０１１０ 
ＦＡＸ ０８２（２２８）１１０９ 

目標（～令和７年） 
年間 12,000 件以下 

特殊詐欺 

4,338 

【広島中央】広島市中央部安全・快適な
街づくり協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この度，広島県は，高齢者を狙った特殊詐欺やインターネットを利用した犯罪のほか，主に女性が

被害の対象となる性犯罪等が依然として発生している現状を踏まえ，これらの犯罪に 

対する県民の防犯意識を高め，被害防止に向けた取組を促進するため， 

「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部が改正されました。 

１ 施行日 

令和３年１２月２７日 

２ 改正の内容 

○ 子ども・高齢者・女性等の安全確保 

現行の「子どもの安全確保」の規定の子どもに，高齢者や女性をはじめとする犯罪被害の対象 

となりやすい方々を加えて，新たに「特に防犯上の配慮を要する者」とし，市町や県民，事業者 

等と協力の上，こうした方々の安全確保に努めることを，県の責務として規定しました。 

○ インターネットの利用に係る犯罪被害の防止 

インターネットを利用した犯罪被害を防止するため，県民や事業者等に対する情報の提供や助 

言等の必要な措置を講じることを，県の責務として規定しました。 

○ 防犯指針の策定 

「子ども等要配慮者の安全確保」及び「インターネットの安全利用」について，県民等に対し， 

防犯上の具体的な方策を示すため，それぞれの防犯指針を定めることを規定しました。 

 

  

 

 

今すぐアクセス！県警ホームページはこちら ⇨ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police 

● 不安に感じる犯罪の抑止 

● 子供・女性・高齢者等の安全確保 

● 特殊詐欺被害の抑止 
● インターネット利用犯罪被害の防止 

 

 

 

警察本部生活安全総務課は，広島県防犯連合会と協働し， 

高齢者向け防犯冊子「あなたを犯罪から守る防犯の手引き」 

を作成し，県内の警察署で配布しています。 

冊子には，１１０番電話のかけ方や各種相談窓口，特殊 

詐欺や悪質商法の手口など，高齢者に関わる身近な犯罪へ 

の対策や対処方法を分かりやすく説明しています。 

お住まいの地域を受け持つ警察署の電話番号も記入でき 

ますので，自宅の電話の近くに置き活用してください。 

【問い合わせ先】 

警察本部生活安全総務課高齢者対策係 

０８２－２２８－０１１０ 

                                

                                 

 

     

高齢者向け防犯冊子の作成 

「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部改正について 

 

「減らそう犯罪」 
第５期ひろしまアクション・プラン 

令和３(２０２１)年～令和７(２０２５)年 

運動目標 

重点項目 

住む人 来る人 誰もが 

日本一の安全安心を実感できる広島県の実現 

犯罪発生マップ☞  

県警メールマガジン☞ 

目指せ！  
住む人 来る人 誰もが   
日本一の安全安心を実感できる広島県 

あなたのまちの犯罪発生
状況が地図で分かる！ 

不審者情報や防犯対策等
の情報がメールで届く！ 


